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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、福山地区消防組合火災予防規程（平成２８年訓令第４号。以下「予

防規程」という。）第２章（第９条を除く。）、第３章（第１４条を除く。）及び第１

９条に規定する事務その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持に係る事

務の処理に関して、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 



 (1) 建築主事等とは、建築主事又は建築副主事をいう。 

 (2) 指定確認検査機関とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「建基法」

という。）第７７条の２１第１項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の指定を

受けた者をいう。 

 (3) 危険物等とは、危険物、指定可燃物及び指定可燃物に類するものをいう。 

 (4) 設備等技術基準とは、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）

第１７条の３の２に定める消防用設備等の技術上の基準をいう。 

 (5) 設備等設置維持計画とは、法第１７条第３項に定める特殊消防用設備等の設置及び

維持に関する計画をいう。 

   第２章 消防同意事務 

 （同意書類の収受） 

第３条 予防規程第３条の規定による同意書類の収受は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 同意書類は、原則として、手交により直接受けるものとする。ただし、指定確認検

査機関が提出する場合等で、これにより難いと認めるときは、郵送又は宅配便（以下

「郵送等」という。）とすることができる。このとき、郵送等に係る費用については、

指定確認検査機関が負担するものとする。 

 (2) 受付時間は、平日の８時３０分から１７時１５分とし、平日の受付時間外に到達し

たものについては、翌開庁日を受付日とする。 

２ 同意書類を受け付けたときは、同意書類及び消防同意の依頼書に福山地区消防組合文

書取扱規程（平成２年訓令第６号）に定める受付印を押印し、文書番号を記載するもの

とする。 

 （同意期間） 

第４条 法第７条第２項に規定する期間（以下「同意期間」という。）の算定については、

次のとおりとする。 

 (1) 同意期間については、同意を求められた日（前条により同意書類を受け付けた日を

いう。）の翌日を起算日とする。 

 (2) 閉庁日は、同意期間に算入する。 

 (3) 同意期間の終了日が土曜日、日曜日その他の閉庁日に当たる場合は、その翌開庁日

を終了日とする。 

 (4) 同意期間中に図書等の不備があったときは、その旨を特定行政庁、建築主事等又は



指定確認検査機関に通知した日から、当該不備が補正されるまでの間を同意期間から

除くものとする。 

 （同意書類の審査） 

第５条 予防規程第４条の規定による同意書類は次に掲げるところにより処理するものと

する。 

 (1) 審査は、設備等技術基準及び設備等設置維持計画並びに関係法令の防火に関する規

定により行うものとする。 

 (2) 同意書類の審査等を行ったときは、同意審査書（様式第１号又は様式第１号の２）

を作成するものとする。 

 （現地調査） 

第６条 同意書類の審査は必要に応じて、次に掲げる事項について現地調査を行うものと

する。 

 (1) 同意書類に記載された計画内容と現場の状況との照合 

 (2) 建築場所及び付近の水利の状況 

 (3) 増改築等の場合にあっては、前２号に掲げるもののほか次に掲げる事項 

  ア 消火活動又は避難に必要となる施設の状況 

  イ 危険物等の種類、品名、数量等並びに貯蔵取扱いの状況 

  ウ 渡り廊下等により接続する場合は、接続部分の距離及び構造 

  エ 既存部分（消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第１９条第２項又は第２０

条第２項において準用する第１９条第２項により一の建築物とみなすものを含む｡  

以下同じ｡ ）の建築年月日、用途、構造、面積、収容人員、階段、内装及び防火区

画の状況 

  オ 既存部分に設置されている消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持管

理の状況 

 (4) その他同意書類の審査を行う上で必要と認められる事項 

２ 現地調査を行ったときは、現地調査結果報告書（様式第２号又は様式第２号の２）を

作成し、同意審査書に添付するものとする。 

 （同意等の通知） 

第７条 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関への通知は、次により行うものと

する。 



 (1) 同意する場合 

   同意書類の正本の消防関係同意欄に別表第１に定める「同意する」旨の印を押印し、

同意簿（様式第３号）に必要事項を記載するものとする。このとき、同意書類の副本

に、設置を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等並びに届出及び申請を要する事

項を建築主に通知するため、消防長又は消防署長への届出事項（様式第４号）を添付

するものとする。ただし、法第７条に規定する許可、認可又は確認に係る申請を電子

申請で行っている場合は、正本に添付するものとする。 

 (2) 同意しない場合 

   不同意通知書（様式第５号）を作成し、当該同意書類に添付すること。 

２ 不同意通知書には、不適合事由欄に抵触する法令及び内容を記載し、福山地区消防組

合公印規則（平成２年規則第５号。以下「公印規則」という。）別表第１に定める印を押

印すること。 

 （同意書類の返付） 

第８条 同意書類の返付は、直接返付するものとする。ただし、指定確認検査機関が郵送

等による返送を希望する場合は、依頼書に示す同意書類の紛失等のおそれがない送付方

法とすることができる。このとき、郵送等に係る費用については、指定確認検査機関が

負担するものとする。 

 （計画通知等への準用） 

第９条 予防規程第７条において準用する予防規程第２条から第６条の規定による計画通

知については、第３条、第５条、第６条及び第８条の規定を準用する。このとき、「同 

意書類」とあるのは「計画通知書類」と読み替えるものとする。 

２ 計画通知書類を審査し、防火上支障ないと認めたときは、計画通知書類の正本の消防

関係同意欄に別表第１に定める「防火上支障ない」旨の印を押印し、同意簿（様式第３

号）に必要事項を記載するものとする。このとき、計画通知書類の副本には、設置され

る消防用設備等又は特殊消防用設備等並びに消防関係法令に規定する届出等の必要な事

項を建築主に通知するため、消防長又は消防署長への届出事項（様式第４号）を添付す

るものとする。 

３ 計画通知書類を審査し、防火上支障があると認めるときは、計画通知に関する意見書

（様式第６号）を作成し、当該計画通知書類に添付するものとする。 

４ 前項の計画通知に関する意見書には、不適合事由欄に抵触する法令及び内容を記載す



るものとする。 

 （設備計画の処理） 

第１０条 予防規程第６条の規定による設備計画の処理は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 設備計画に記載されている消防用設備等が設備等技術基準に適合しているとき、又

は特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に適合しているときは、経過欄に別表第２

に定める「確認済」である旨の印を押印すること。 

 (2) 前号により消防局において処理したときは、当該設備計画に係る防火対象物の建築

場所を管轄する消防署へ当該設備計画書の正本を送付するものとする。 

 (3) 前号により、送付を受けた管轄署においては、内容を確認したのち、速やかに消防

局へ返却するものとする。 

 (4) 同意した後に建築物の計画に変更があった場合は、必要に応じて設備計画の再提出

を指導するものとする。ただし、変更内容が軽微なものであるときはこの限りでない。 

 （免除申請の処理） 

第１１条 予防規程第１０条の規定による免除申請（様式第７号）の処理は、次に掲げる

とおりとする。 

 (1) 免除申請を審査し、消防用設備等の全部又は一部を免除できると認めるときは、経

過欄に別表第２に定める「願出のことを承認する」旨の印を押印すること。 

 (2) 免除申請を審査し、消防用設備等の全部又は一部を免除できると認められないとき

は、消防用設備等の特例適用不承認通知書（様式第８号）にその理由を記載するとと

もに公印規則別表第１に定める印を押印し、申請者に返付するものとする。 

 （事前相談の処理） 

第１２条 防火対象物の新築、増築、改築等に係る事項について事前に相談を受けた場合

は、事前相談書（様式第９号又は第９号の２）により指導の内容、経過等を記録するも

のとする。 

 （公開による意見の聴取） 

第１３条 建基法第４８条第１５項の規定により、公開による意見の聴取への出席の依頼

があった場合は、予防規程第２条第２項に係るものにあっては消防局の職員、予防規程

第２条第３項に係るものにあっては同意書類に係る建築場所を管轄する消防署の職員が

出席するものとする。 

 （着工届の処理） 



第１４条 予防規程第１１条の規定による着工届の処理については、着工届を審査し、設

備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めるときは、経過欄に別表第

２に定める「審査済」である旨の印を押印すること。 

 （設置届の処理） 

第１５条 予防規程第１２条の規定による設置届の処理については、設置届を審査し、設

備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合し、支障がないと認めるときは、決裁欄に

別表第２に定める「届出のことを受理する」の印を押印すること。このとき、新築に係

るものについては、点検実施連絡票（様式第９号の３）に必要事項を記入し、設置届の

副本に添付すること。 

 （使用開始届の処理） 

第１６条 予防規程第１９条の規定による使用開始届の処理については、使用開始届を審

査し、防火に関する規定に適合し、支障がないと認めるときは、経過欄に別表第２に定

める「届出のことを受理する」旨の印を押印すること。 

   第３章 検査 

 （中間検査） 

第１７条 法第１７条の３の２に規定する検査を補完するため、当該検査で確認すること

が困難であると認める事項については、必要に応じて工事完了前に当該事項について検

査を実施するものとする。 

 （検査の実施） 

第１８条 法第１７条の３の２及び火災予防条例第５６条第２項の規定による検査は、次

により行うものとする。 

 (1) 検査は、設備等技術基準及び設備等設置維持計画並びに関係法令の防火に関する規

定により行うものとする。 

 (2) 前号の検査を行った結果、適合していないと認めた場合、法令に適合するよう指導

するものとする。 

 (3) 改善の報告があった場合には、確認の検査を行うものとする。ただし、不備事項が

軽微なものであり、かつ、写真等で確認できるものについては、検査を省略できるも

のとする。 

 (4) 検査には、必要に応じて管轄する消防署の消防部隊が同行するものとする。 

２ 福山地区消防組合消防用設備等審査基準第２章第８「各種届出要領」別表第１に掲げ



る軽微な工事で、設置届又は使用開始届に添付された消防用設備等試験結果報告書、当

該消防用設備等に関する図書、当該工事に係る写真等により技術上の基準に適合するこ

とが確認できる場合は、現地での検査を省略することができる。 

 （検査済証の交付） 

第１９条 予防規程第１３条の規定による検査済証の交付は、次により行うものとする。 

 (1) 法第１７条の３の２の規定による検査（前条第２項の規定により現地での検査を省

略した場合を含む。）を行った結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合

していると認めるときは、消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）別記様式第

１号の２の３の２に定める検査済証を交付するものとする。 

 (2) 検査済証は、防火対象物ごとに交付するものとする。ただし、敷地単位で設置する

こととなる消防用設備等又は特殊消防用設備等についてはこの限りでない。 

 （検査済証の交付証明） 

第２０条 予防規程第１３条の２の規定による検査済証の交付証明は、次により行うもの

とする。 

 (1) 検査済証の交付を受けた者が検査済証を亡失、滅失、汚損等により検査済証を交付

した旨の証明を求める場合は、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付証明申

請書（様式第１０号。以下「証明申請書」という。）を提出させるものとする。 

 (2) 前号の規定により申請された証明申請書の記載事項と交付済みの検査済証の内容が

同一であると認めるときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済交付証明書（様

式第１１号）に必要事項を記載するとともに公印規則別表第１に定める印を押印する

こと。 

 (3) 第１号の規定による証明申請書には、申請者が交付証明を受けようとする防火対象

物の関係者であることが確認できる書類を添付させるものとする。 

   第４章 建築基準法の認定等に係る事務 

 （認定等に係る照会の処理） 

第２１条 予防規程第８条の規定による認定等に係る照会の処理は、次に掲げるとおりと

する。 

 (1) 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関から認定等に係る防火上の支障の有

無について照会があったときは、審査又は第１８条の規定による検査の結果に基づき、

防火上の支障の有無について（様式第１２号）により回答するものとする。ただし、



特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関が回答の方法を指定する場合について

は、この限りでない。 

 (2) 前号の規定による回答において審査に係る資料が必要となる場合は、審査の資料と

して認定に係る申請書の写しを提出するよう指導するものとする。 

   第５章 特殊消防用設備等の認定等に係る意見の事務 

 （特殊消防用設備等の認定等に係る意見の処理） 

第２２条 予防規程第１５条の規定による特殊消防用設備等の認定等に係る通知について、

総務大臣への意見書の送付は、当該通知を受け取った日から起算して３０日以内に行う

ものとする。 

   第６章 雑則 

 （その他の届出処理） 

第２３条 ヘリコプターの屋上緊急離着陸場の届出の処理については、別に定める「ヘリ

コプターの屋上緊急離着陸場等の設置指導指針」（１９９０年５月２３日制定）により

処理するものとする。なお、設置については、事業主の任意の協力によることを前提と

すること。 

 （審査事務の協議） 

第２４条 第３条から前条の規定による審査及び検査に際し、防火に関する規定又は設備

等技術基準の適用に疑義があるときは、消防局と協議するものとする。 

   附 則 

１ この要綱は、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行する。 

２ 建築物等審査・検査事務処理要領及び指定確認検査機関に係る消防同意事務取扱いは、

２０１６年（平成２８年）３月３１日をもって廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、２０１９年（令和元年）７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２０年（令和２年）４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２１年（令和３年）２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２１年（令和３年）４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、２０２３年（令和５年）４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２４年（令和６年）４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２４年（令和６年）４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２４年（令和６年）１０月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２４年（令和６年）１２月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２５年（令和７年）６月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、２０２６年（令和８年）３月３１日から施行する。 


















































